
                        

                        

 

興
岳
寺
境
内
「
源
儀
禮
」（
み
な
も
と
よ

し
か
た
）
と
刻
ま
れ
た
墓
碑
が
建
っ
て
い

る
。
最
後
の
日
光
勤
番
を
務
め
た
千
人
頭
、

石
坂
家
十
一
代
当
主
弥
次
右
衛
門
義
礼
の

墓
で
あ
る
。 

慶
応
四
年
三
月
十
五
日
勤
番
中
に
急
死

し
た
千
人
頭
萩
原
友
親
の
代
番
と
し
て
日

光
に
赴
任
し
た
。
赴
任
か
ら
一
ヶ
月
後
、

板
垣
退
助
ら
率
い
る
東
征
軍
（
新
政
府
軍
）

が
迫
っ
て
き
た
。
儀
禮
は
日
光
を
守
る
た

め
に
戦
わ
ず
に
明
け
渡
し
た
。
こ
う
し
て

二
百
十
六
年
間
に
渡
る
千
人
同
心
の
日
光

勤
番
の
幕
を
閉
じ
た
。
八
王
子
に
戻
っ
た

儀
禮
は
、
交
戦
を
推
進
す
る
積
極
派
か
ら

責
め
ら
れ
、
責
任
を
負
っ
て
自
宅
で
自
刃

す
る
。
老
父
に
介
錯
を
望
む
が
、
力
の
衰

え
た
父
は
儀
禮
の
首
が
切
れ
ず
、
無
惨
な

最
後
だ
っ
た
と
い
う
。
同
年
閏
四
月
の
こ

と
だ
っ
た
。 

日
光
市
は
義
礼
の
墓
前
に
香
台
を
供
え
、

命
を
賭
し
て
東
照
宮
を
守
っ
た
そ
の
功
績

を
称
え
て
い
る 

 
石坂弥次右衛門顕彰碑 
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◇
散
歩
の
み
ど
こ
ろ 

 

Ｊ
Ｒ
西
八
王
子
駅
か
ら
甲
州
街
道
沿
い

を
八
王
子
駅
ま
で
、
昔
の
宿
場
や
横
丁
を

歩
く
凡
そ
五
㎞
の
行
程
。
西
八
王
子
駅
か

ら
東
へ
歩
く
と
直
ぐ
に
、
興
岳
寺
。
日
光

を
無
血
開
城
し
、
責
任
を
と
り
自
決
し
た

儀
禮
が
眠
る
。
こ
こ
か
ら
、
中
央
線
の
急

カ
ー
ブ
を
見
て
日
朝
寺
へ
、
そ
し
て
小
門

宿
に
入
る
。
桜
横
丁
を
横
断
し
、
空
襲
に

耐
え
た
レ
ン
ガ
塀
を
見
た
後
、
小
門
公
園

に
な
っ
て
い
る
直
入
院
跡
へ
。
さ
ら
に
、

陣
屋
跡
の
産
千
代
稲
荷
神
社
へ
。
こ
こ
か

ら
、
広
厭
坊
、
裁
判
所
横
丁
、
ご
ぶ
さ
・

成
金
・
食
い
詰
め
横
丁
を
歩
き
、
現
在
松

の
湯
が
あ
る
蓮
生
寺
跡
へ
。
さ
ら
に
、
天

神
公
園
と
な
っ
た
旧
市
役
所
庁
舎
跡
地
、

本
立
寺
横
丁
、
梅
原
横
丁
、
伝
法
院
横
丁

を
通
っ
て
成
田
山
伝
法
院
へ
と
着
く
。
そ

こ
か
ら
、
南
横
丁
を
ぬ
け
、
馬
乗
宿
へ
。

八
王
子
唯
一
の
映
画
館
ニ
ュ
ー
八
王
子
シ

ネ
マ
の
前
を
通
り
、
鬼
子
母
神
の
妙
経
寺

へ
。
た
つ
み
映
画
劇
場
跡
を
通
り
、
陸
橋

横
丁
へ
。
八
王
子
駅
南
口
で
解
散
。 

①
Ｊ
Ｒ
西
八
王
子
駅
北
口 

 

昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
四
月
一
日
、

北
口
側
の
み
駅
舎
が
開
設
。
昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）
八
月
一
日
か
ら
二
日
に
か

け
て
、
八
王
子
空
襲
の
戦
禍
を
免
れ
て
い

る
。
当
時
の
駅
は
、
東
側
に
出
入
口
が
あ

る
だ
け
の
砂
利
の
広
場
だ
っ
た
。
昭
和
三

十
年
代
に
入
る
と
西
八
王
子
駅
周
辺
に
住

宅
地
が
広
が
り
、
近
く
の
高
等
学
校
の
生

徒
の
利
用
や
一
般
客
の
利
用
も
増
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
に
橋
上

駅
と
な
り
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
南
口
が

開
設
さ
れ
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
の
発
着
地

と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
西
八
王
子
駅

周
辺
独
自
の
祭
り
な
ど
も
催
し
、
居
住
区

と
し
て
の
重
要
な
駅
の
役
割
と
発
展
を
続

け
て
い
る
。 

     

                        

JR 西八王子駅北口 
昭和 28 年(1953)頃の西八王子駅 
手前の白い建物は南多摩病院 
（タイヘイフォート太平写真館蔵） 
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②
二
八

に
っ
ぱ
ち

横
丁 

 

甲
州
街
道
か
ら
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
第
二
水

道
踏
切
を
越
え
、
万
葉
け
や
き
通
り
ま
で

の
約
四
百
ｍ
の
短
い
道
路
を
「
二
八
横
丁
」

と
呼
ん
で
い
る
。
西
八
王
子
駅
の
南
口
が

開
設
し
た
頃
か
ら
の
呼
び
名
だ
と
い
う
。 

   

            

③
萬
松
山

興
岳
寺 

千
人
町
一
‐
二
‐
八 

宗
派 
曹
洞
宗 

本
尊 

東
方
薬
師
瑠
璃
光
如
来 

寺
宝 

本
尊
薬
師
如
来 

 
 

 

聖
観
世
音
菩
薩
（
白
檀
製
） 

 
 

 

木
彫
四
天
王
像 
木
彫
十
二
神
像 

 
 

 

石
坂
弥
次
右
衛
門
義
禮
顕
彰
碑 

開
山 

随
翁
舜
悦
禅
師 

開
基 

石
坂
弥
次
右
衛
門
（
二
代
目
） 

開
創 

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
） 

本
尊
の
左
右
に
日
光
菩
薩
、
月
光
菩
薩

が
立
っ
て
い
る
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）

火
災
で
堂
宇
全
焼
。
さ
ら
に
戦
災
で
全
焼

し
た
。
現
堂
宇
は
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
が
、

区
画
整
理
に
よ
り
敷
地
は
分
断
さ
れ
、
本

堂
と
墓
域
の
間
に
道
路
が
通
っ
て
い
る
。 

墓
域
に
石
坂
弥
次
右
衛
門
義
礼
の
墓
が

あ
る
。
千
人
頭
石
坂
家
十
一
代
の
弥
次
右

衛
門
義
礼
は
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に

生
ま
れ
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
亡

く
な
っ
て
い
る
。 

弥
次
右
衛
門
は
、
慶
応
四
年
に
急
死
し

た
千
人
頭
萩
原
友
親
に
代
わ
り
、
日
光
の

火
の
番
頭
と
し
て
赴
任
し
た
。
勤
番
中
官

軍
に
攻
め
ら
れ
た
折
に
、
参
謀
の
板
垣
退

助
ら
に
日
光
を
明
け
渡
し
て
八
王
子
に
帰

っ
た
。
し
か
し
、
一
戦
も
交
え
ず
日
光
を

明
け
渡
し
た
責
任
を
取
っ
て
自
刃
し
た
。

そ
の
後
、
日
光
を
戦
火
か
ら
救
っ
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
。
法
名
は
「
興
樹
院
殿
大

忍
義
禮
居
士
」
。
墓
の
左
右
の
灯
籠
と
水
盤

に
、
千
人
同
心
四
十
五
名
と
、
弥
次
右
衛

門
義
礼
の
家
来
二
名
の
名
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
石
坂
弥
次
右
衛
門
顕
彰
碑
が
境
内
の

第二水道踏切 

西八王子駅 昭和 42 年 
現在の北口 撮影：萩原二郎 
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西
隅
に
建
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
九
年

（
一
九
七
四
）
、
日
光
市
と
八
王
子
市
は
姉

妹
都
市
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

                     

                        

                       

興 岳 寺 石坂弥次右衛門の墓 

日光市から寄贈された 
水鉢と花生け 

石坂弥次右衛門が自刃した脇差 

千人同心石坂弥次右衛門ら 

千人同心石坂弥次右衛門ら 
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●
千
人
町 

 

江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
の
町
名
。
多

摩
郡
由
井
領
の
う
ち
で
、
正
し
く
は
八
王

子
千
人
町
と
呼
ぶ
。
八
王
子
千
人
頭
十
家

と
千
人
同
心
約
百
家
の
拝
領
屋
敷
地
だ
っ

た
こ
と
か
ら
町
名
に
な
っ
た
。 

 

八
王
子
横
山
十
五
宿
の
西
に
続
く
地
域
。

ほ
ぼ
現
在
の
千
人
町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目

に
あ
た
る
。 

  

④
魔
の
カ
ー
ブ 

 

Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
台
町
四
丁
目
と
追
分
町

の
間
に
歩
道
橋
が
あ
る
。
こ
の
付
近
を
通

っ
て
い
る
線
路
は
、
下
り
線
が
左
へ
、
上

り
線
が
右
へ
急
カ
ー
ブ
し
て
い
る
場
所
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
上
下
線
共
に
、
二

本
の
線
路
は
十
㎝
の
高
低
差
も
あ
る
。
八

王
子
、
甲
府
間
で
一
番
き
つ
い
と
い
わ
れ

て
い
る
。
か
つ
て
よ
り
事
故
や
暗
い
出
来

事
も
多
か
っ
た
。
下
り
線
の
カ
ー
ブ
し
て

い
る
半
径
四
百
ｍ
の
間
で
は
、
十
一
．
四

度
の
上
り
坂
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
土

曜
日
・
日
曜
日
に
は
四
季
を
問
わ
ず
、
ア

マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
が
訪
れ
て
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
き
っ
て
い
る
と
い
う
。 

                    

                        
中央本線で一番カーブしているところ 
追分町と台町四丁目の境 
 

同
所
を
特
急
（
振
り
子
電
車
）
が
通
過
す
る 

様
子 

JR 中央本線台町と追分町を通る 
11.4 度の上り坂勾配の標識 
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⑤
光
明
山

日
朝
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

追
分
町 

宗
派 

日
蓮
宗 

本
尊 

大
曼
荼
羅 

開
基 

光
俊
院
日
朝
上
人 

開
創 

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
） 

明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
）
に
開
基
光

俊
院
日
朝
上
人
が
體
王
明
神
を
感
得
勧
請

し
た
。
明
治
十
六
年
、
市
内
横
山
町
に
朝

日
結
社
を
組
織
し
、
大
正
三
年
（
一
九
一

四
）
、
現
在
の
朝
日
教
会
所
を
創
立
。
昭
和

二
十
年
（
一
九
四
五
）
戦
禍
に
よ
っ
て
堂

宇
を
焼
失
し
た
が
、
昭
和
二
十
三
年
に
再

建
。
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
は
、

寺
号
公
称
護
持
経
営
を
始
め
た
。
昭
和
四

十
九
年
（
一
九
七
四
）
に
本
堂
と
寺
務
所

を
新
築
。
池
を
は
さ
み
體
王
明
神
堂
と
恵

満
大
黒
天
堂
が
あ
り
、
浅
野
晃
氏
の
詩
碑

を
昭
和
五
十
八
年
建
立
。
九
識
霊
断
法
に

よ
り
人
生
相
談
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

境
内
に
は
、
日
蓮
聖
人
の
銅
像
が
立
っ
て

い
る
。 

 

 

                        

                        
日朝寺本堂 

日朝寺本堂内 

体王大明神 
浅野晃氏の詩碑 
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●
追
分
町 

 

市
街
地
の
西
よ
り
に
あ
る
。
大
正
元
年

（
一
九
一
二
）
十
月
一
日
、
町
名
改
正
の

際
、
そ
れ
ま
で
の
八
王
子
町
、
千
人
町
、

久
嶋
町
の
一
部
が
追
分
町
と
な
る
。
八
王

子
市
制
施
行
を
経
て
今
日
に
至
る
。 

 

江
戸
時
代
の
八
王
子
横
山
十
五
宿
の
う

ち
の
久
保
宿
と
千
人
町
の
各
一
部
で
、
江

戸
期
す
で
に
追
分
け
と
称
さ
れ
る
地
名
が

あ
り
、
そ
の
名
が
町
名
と
な
っ
た
と
い
う
。 

【
小
門
宿
】 

 

江
戸
期
か
ら
明
治
初
期
の
宿
名
。
八
王

子
横
山
十
五
宿
の
う
ち
の
一
つ
。
江
戸
初

期
に
代
官
大
久
保
長
安
が
屋
敷
を
構
え
、

東
側
に
表
門
、
北
側
に
裏
門
が
あ
っ
た
が
、

裏
門
前
に
公
事
訴
訟
の
百
姓
宿
が
並
ん
で

い
た
こ
と
か
ら
御
門
宿
、
於
門
宿
と
も
云

わ
れ
て
い
た
の
で
宿
名
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 

長
安
没
後
に
小
門
宿
と
改
め
、
明
治
十

五
年
（
一
八
八
二
）
八
王
子
小
門
町
か
ら
、

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
冠
称
を
廃

し
小
門
町
と
な
っ
た
。
本
宿
の
横
山
宿
、

八
日
市
宿
が
商
業
の
地
に
対
し
、
小
門
、

馬
乗
宿
は
行
政
の
地
で
あ
っ
た
。 

 

●
小
門
町 

 

市
街
地
の
西
よ
り
に
あ
る
。
明
治
二
十

二
年
（
一
八
八
九
）
八
王
子
町
の
成
立
に

よ
り
小
門
町
と
な
る
。
大
正
元
年
（
一
九

一
二
）
十
月
一
日
、
町
名
改
正
に
よ
り
町

名
が
確
定
。
八
王
子
市
制
施
行
を
経
て
今

日
に
至
る
。 

●
ク
ラ
ン
ク
の
町
小
門
町 

 

小
門
宿
の
陣
屋
を
真
中
に
し
て
東
西
に

走
る
道
が
あ
る
。
東
側
の
出
入
口
は
国
道

十
六
号
線
付
近
に
ぶ
つ
か
り
、
西
側
は
日

朝
寺
の
前
で
右
へ
曲
が
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
道
の
作
り
方
は
鎌
倉
時
代
か
ら
見
ら

れ
、
特
に
戦
国
時
代
に
は
多
く
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
為
と

考
え
ら
れ
、
城
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
「
枡

形
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
小
門
宿
の
陣
屋

も
こ
れ
に
似
た
造
り
で
、
東
西
の
出
入
口

は
ク
ラ
ン
ク
し
た
形
状
と
な
っ
て
い
る
。 

 

一
説
に
よ
る
と
、
陣
屋
が
作
ら
れ
る
以

前
、
天
下
を
掌
握
し
た
徳
川
家
康
は
、
西

の
守
り
と
し
て
、
滝
山
城
や
八
王
子
城
な

ど
の
山
城
で
は
な
く
、
出
城
と
し
て
平
城

を
築
く
計
画
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
。
こ
の
計
画
の
指
揮
者
は
不
詳
で
、

そ
の
後
、
江
戸
幕
府
の
確
立
に
よ
り
、
代

官
制
へ
と
規
模
を
縮
小
し
、
城
作
り
の
構

想
は
消
滅
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

恵満大黒天堂と 
恵満大黒天 
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●
桜
横
丁 

 

八
幡
町
と
八
木
町
の
境
で
甲
州
街
道
を

南
に
入
り
、
小
門
町
に
向
か
う
道
。
明
治

の
頃
、
横
丁
の
角
に
桜
の
大
木
が
あ
っ
た

の
で
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。
ま
た
、

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
、
八
王
子
尋
常
高

等
小
学
校
（
現
、
市
立
第
七
小
学
校
）
の

桜
木
が
こ
の
道
路
に
面
し
て
植
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
も
い
う
。
今

は
、
中
央
線
の
「
桜
横
町
踏
切
」
に
だ
け

名
を
留
め
て
い
る
。 

           

⑥
空
襲
に
耐
え
た

レ
ン
ガ
塀 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
幡
町
（
関
谷
宅
） 

 
八
幡
町
（
小
門
町
と
接
す
る
所
）
の
関

谷
家
に
空
襲
に
耐
え
た
レ
ン
ガ
塀
が
残
っ

て
い
る
。
建
て
た
の
は
、
関
谷
源
兵
衛
氏
。

同
氏
は
昭
和
十
三
年
、
三
十
三
歳
の
若
さ

で
第
七
代
八
王
子
市
長
に
就
任
し
、
八
代
、

九
代
市
長
を
も
務
め
た
。
昭
和
二
十
年
八

月
二
日
の
空
襲
で
、
中
央
線
桜
横
丁
踏
切

近
く
で
焼
夷
弾
を
受
け
命
を
落
と
し
た
。

そ
の
時
の
姿
は
、
鉄
兜
と
ゲ
ー
ト
ル
の
装

備
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

           

⑦
直
入
院
跡
（
跡
地
は
、
小
門
公
園
） 

小
門
町 

 

Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
桜
横
丁
踏
切
の
北
側
に

小
門
公
園
が
あ
る
。
戦
前
は
、
慶
安
年
間

（
一
六
四
八
～
五
二
）
に
随
誉
上
人
の
庵
、

直
入
院
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
年
の
八

王
子
空
襲
で
焼
失
し
た
。
戦
後
、
緑
町
に

あ
る
市
営
共
同
墓
地
の
隣
接
地
へ
移
転
し

た
際
、
蓮
生
院
と
帰
西
寺
を
合
併
し
、
単

立
直
入
院
と
な
っ
た
。 

 

現
在
、
小
門
公
園
の
ほ
ぼ
中
央
に
は
直

小門町に入る西側突き当りが 
クランクになっている 

空襲に耐えたレンガ塀 

変貌した桜横丁 
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入
院
当
時
か
ら
あ
っ
た
菩
提
樹
の
木
が
残

っ
て
い
る
。
中
央
の
一
本
は
、
平
成
十
三

年
九
月
の
台
風
で
根
元
か
ら
折
れ
た
が
、

そ
の
後
新
芽
が
生
え
て
き
て
い
る
。
も
う

一
本
は
寺
が
あ
っ
た
頃
か
ら
の
も
の
。
市

の
公
園
課
で
は
、
寺
跡
の
証
拠
と
し
て
大

切
に
見
守
り
な
が
ら
保
存
す
る
と
い
う
。 

                 

           

⑧
産
千
代
稲
荷
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
門
町 

勧
請 

鬼
門
除
け
の
守
護
神 

祭
神 
倉
稲
魂
命 

（
う
が
の
み
た
ま
の
み
こ
と
） 

例
祭 

二
月
初
午 

十
五
・
十
六
日 

家
康
関
東
入
り
に
際
し
、
八
王
子
付
近

は
関
東
代
官
が
集
中
し
た
所
で
あ
っ
た
。

慶
長
年
間
長
安
の
陣
屋
内
土
手
に
鬼
門
除

の
守
護
神
と
し
て
稲
荷
社
が
創
立
さ
れ
た
。

大
木
が
多
く
繁
り
、
小
門
の
稲
荷
森
と
呼

ば
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
神
社
は
安
産
施
福
の

神
と
し
て
、
多
摩
一
円
に
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
の
記
述
に
は
、
元

禄
十
五
年
頃
ま
で
は
、
陣
屋
敷
の
土
手
、

井
戸
な
ど
が
残
っ
て
い
た
が
、
北
の
方
か

ら
土
手
を
切
り
崩
し
、
さ
ら
に
後
年
南
の

土
手
、
西
の
土
手
と
切
り
崩
し
、
稲
荷
社

の
み
残
し
た
と
あ
る
。 

 

神
社
入
口
左
に
、
「
大
久
保
石
見
守
陣

屋
跡
」
の
碑
が
あ
る
。 

                

産千代稲荷神社鳥居 

平成 13 年 9 月の台風で折れた菩提樹
根元から新芽が生えてきている 

菩提樹 

小門公園にある槲の木 
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●
甲
州
道
中
（
甲
州
街
道
） 

江
戸
に
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
は
、

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
日
本
橋
を
拠
点

と
し
て
、
公
用
の
旅
行
や
物
資
の
輸
送
に

備
え
東
海
道
に
伝
馬
制
（
で
ん
ま
せ
い
）

を
定
め
、
各
宿
に
人
馬
の
継
立
て
や
旅
宿

施
設
の
整
備
を
行
い
、
そ
し
て
五
街
道
な

ど
の
幹
線
道
路
の
整
備
も
順
次
お
こ
な
っ

た
。
甲
州
道
中
は
中
世
か
ら
甲
斐
国
と
武

蔵
国
と
を
結
ぶ
道
を
基
礎
と
し
て
、
初
め

江
戸
か
ら
甲
府
ま
で
が
整
備
さ
れ
、
そ
の

後
中
仙
道
と
合
流
す
る
下
諏
訪
ま
で
延
長

さ
れ
た
。 

 

道
程
約
五
十
三
里
（
二
〇
八
㎞
）
内
藤

新
宿
か
ら
下
諏
訪
ま
で
四
十
五
宿
三
十
二

継
と
い
わ
れ
た
。
甲
州
道
中
は
数
宿
が
交

代
で
宿
継
ぎ
を
行
っ
た
り
、
上
り
や
下
り

の
み
の
片
道
継
立
て
と
い
っ
た
変
則
的
な

宿
継
ぎ
が
存
在
し
た
。 

  

《
八
王
子
宿
》 

 

北
条
氏
の
滅
亡
、
徳
川
氏
の
関
東
入
国

に
よ
り
、
関
東
の
新
た
な
時
代
が
始
ま
る
。 

八
王
子
も
、
現
代
の
市
街
地
の
基
盤
と
な

る
新
た
な
町
づ
く
り
を
始
め
た
。
当
初
は
、

代
官
の
陣
屋
が
集
中
す
る
政
治
的
な
町
と

し
て
、
北
条
氏
以
来
の
性
格
を
保
持
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
性
格
は
次
第
に
拡

大
さ
れ
、
甲
州
道
中
の
宿
場
町
と
し
て
賑

わ
い
を
見
せ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
近
世

の
八
王
子
は
、
ま
ず
代
官
頭
大
久
保
長
安

の
小
門
陣
屋
設
置
に
よ
り
開
発
が
進
め
ら

れ
た
。 

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
八
王
子
城

が
落
城
し
た
後
、
八
王
子
城
下
か
ら
現
在

の
八
王
子
市
街
で
あ
る
横
山
に
横
山
宿
、

八
日
市
宿
、
八
幡
宿
を
再
建
し
、
そ
の
後

八
木
宿
が
つ
く
ら
れ
、
新
し
い
町
が
つ
く

ら
れ
て
い
っ
た
。 

八
王
子
宿
は
十
五
宿
か
ら
な
り
、
横
山
、

八
日
市
宿
だ
け
が
伝
馬
宿
と
し
て
人
馬
の

継
立
て
の
一
切
を
取
扱
う
問
屋
場
（
と
い

や
ば
）
や
本
陣
、
脇
本
陣
が
置
か
れ
た
。

奇
数
月
は
横
山
宿
、
偶
数
月
は
八
日
市
宿

が
交
代
で
伝
馬
役
を
務
め
、
そ
の
か
わ
り

に
市
の
開
催
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
現

市
域
に
は
他
に
駒
木
野
宿
、
小
仏
宿
が
あ

り
、
こ
の
二
宿
は
交
代
で
宿
継
を
し
て
い

た
。 

 

●
小
門
陣
屋
の
設
置 

大
久
保
長
安
は
行
政
を
つ
か
さ
ど
る
陣

屋
を
小
門
に
構
え
た
。
屋
敷
内
に
は
井
戸
、

牢
屋
、
大
師
堂
が
あ
り
、
そ
の
屋
敷
の
広

さ
は
小
門
か
ら
南
は
現
在
の
上
野
町
の
一

部
ま
で
に
お
よ
び
長
安
の
力
の
程
が
伺
え

る
。 

産千代稲荷神社 
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●
代
官
と
陣
屋 

江
戸
時
代
の
初
め
こ
ろ
の
八
王
子
に
は
、

多
く
の
代
官
の
陣
屋
が
存
在
し
て
い
た
。 

代
官
と
は
、
年
貢
・
諸
役
の
徴
収
、
治

安
警
察
な
ど
を
行
う
江
戸
時
代
の
民
政
官

で
あ
る
。
ま
た
、
陣
屋
と
は
、
代
官
が
職

務
を
行
う
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。 

八
王
子
の
代
官
は
、
「
八
王
子
代
官
」
、

「
関
東
十
八
代
官
」
と
も
い
わ
れ
、
八
王

子
に
在
住
し
、
武
蔵
国
と
そ
の
周
辺
地
域

の
在
地
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
。 

江
戸
幕
府
四
代
将
軍
家
綱
、
五
代
将
軍

綱
吉
の
時
代
に
な
る
と
、
在
地
支
配
機
構

の
整
備
に
よ
っ
て
、
代
官
の
江
戸
引
き
上

げ
が
行
わ
れ
、
八
王
子
に
あ
っ
た
陣
屋
も

農
民
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

●
長
安
屋
敷
跡
の
図 

 

「
八
王
子
十
五
宿
絵
図
」（
新
野
家
文
書

）
に
は
、「
大
久
保
石
見
守
様
御
座
敷
其
の

後
、
近
山
五
郎
右
衛
門
様
御
払
畑
」
と
あ

る
。
絵
図
は
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～

一
七
○
三
）
に
描
か
れ
た
も
の
。
大
久
保

長
安
の
屋
敷
跡
は
、
元
禄
年
間
に
は
畑
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

                    

●
大
久
保
長
安 

 

天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
～
慶
長
十

八
年
（
一
六
一
三
）
四
月
二
十
五
日
没
。

八
王
子
総
代
官
、
関
東
総
奉
行
。 

甲
斐
武
田
氏
の
猿
楽
士
大
蔵
大
夫
の
次

男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
藤
十
郎
、

の
ち
十
兵
衛
。
信
玄
に
よ
り
兄
の
新
之
丞

と
と
も
に
武
士
に
取
り
立
て
ら
れ
、
貢
税

や
司
法
、
鉱
山
採
掘
な
ど
民
政
に
従
事
し

た
。 武

田
氏
滅
亡
後
家
康
に
召
し
か
か
え
ら

れ
、
八
王
子
小
門
宿
に
陣
屋
を
構
え
、
八

王
子
宿
を
整
備
支
配
し
、
十
八
代
官
と
千

人
同
心
を
統
括
し
た
。
治
水
や
灌
漑
に
も

力
を
そ
そ
い
だ
。
ま
た
、
街
道
の
伝
馬
制

を
定
め
、
一
里
塚
を
設
け
、
各
地
の
検
地

を
行
う
ほ
か
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）

石
見
銀
山
奉
行
、
慶
長
八
年
佐
渡
奉
行
、

慶
長
十
一
年
伊
豆
代
官
と
な
り
、
金
銀
の

生
産
を
倍
増
さ
せ
た
。
慶
長
十
一
年
（
一

六
〇
六
）
か
ら
同
十
二
年
の
江
戸
城
拡
張

に
際
し
て
は
、
八
王
子
石
灰
を
漆
喰
用
に

供
出
し
た
。 

八王子十五宿絵図の中の小門陣屋拡大 
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没
後
、
生
前
の
不
正
発
覚
を
口
実
に
急

遽
家
康
に
よ
っ
て
葬
儀
を
中
止
。
遺
子
七

名
を
死
罪
、
財
産
没
収
が
家
康
か
ら
命
ぜ

ら
れ
た
。 

            ●
大
久
保
長
安
制
札 

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
三
月
二
十

七
日
、
徳
川
家
康
の
代
官
頭
大
久
保
長
安

が
、
手
代
の
藤
崎
庄
左
衛
門
以
下
三
名
に

対
し
て
、
高
尾
山
で
の
竹
木
伐
採
の
禁
止

を
命
じ
た
。 

「
大
十
兵
」
と
は
、
大
久
保
十
兵
衛
の

略
で
大
久
保
長
安
の
こ
と
で
あ
る
。 

                       

●
八
王
子
代
官
に
関
わ
る 

主
な
遺
蹟 

○
陣
屋
跡 

 
 

小
門
町 

産
千
代
稲
荷
神
社
の
境
内
に
「
大
久

保
長
安
陣
屋
跡
」
の
大
き
な
石
柱
が
あ

る
。
碑
の
位
置
は
陣
屋
の
西
端
で
、
長

安
の
屋
敷
跡
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

○
井
戸
跡 

 

小
門
町 

陣
屋
敷
の
中
に
あ
っ
て
、
円
筒
形
で

な
く
、
斜
面
と
な
り
、
大
量
に
水
が
汲

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
大
久
保
井

戸
」
と
も
い
う
。 

 

○
御
所
水 

 

台
町 

大
久
保
陣
屋
敷
に
ひ
い
た
水
源
と
云

わ
れ
て
い
る
。
現
在
は
水
を
見
る
事
は

で
き
な
い
。 

大久保長安像 
（佐渡市大安寺蔵） 

大
久
保
長
安
制
札
（
高
尾
山
薬
王
院
文
書
） 

【
四
四
】 

尚
々
た
れ
人
成
共 

竹
木
ミ
た
り
ニ
き
り 

と
り
候
ハ
ヽ
、
早
々
召
つ
れ 

可
被
参
者
也 

己
上 

高
尾
山
八
王
子
近 

辺
に
候
間
、
誰
人 

成
共
み
た
り
ニ
竹 

木
切
取
候
ハ
ヽ 

自 

前
々
法
度
之
地
ニ
候 

間
、
八
王
子
へ
め
し 

つ
れ
ら
れ
へ
き
者
也 

 
 

 

う
（
天
正
一
九
年
） 

卯
月
廿
七
日 

大
十
兵(

花
押
・
印)  

  

藤
崎
庄
左
衛
門
と
の 

設
楽
惣
右
衛
門
と
の 

原 
 

佐 

渡
と
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

参 
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○
千
人
同
心
拝
領
屋
敷
跡 

千
人
町
追
分 

石
見
守
の
都
市
計
画
の
一
つ
。
旧
甲

州
街
道
（
案
下
道
）
の
と
こ
ろ
に
駐
屯

さ
せ
て
守
備
に
あ
た
ら
せ
た
。 

「
千
人
同
心
」
は
も
と
も
と
、
石
見

守
支
配
の
兵
で
あ
っ
た
。
長
安
の
陣
屋

敷
の
西
隣
に
あ
た
る
場
所
で
あ
る
。 

 

○
稲
荷 

 
 

小
門
町 

陣
屋
内
の
稲
荷
で
あ
っ
た
が
、
後
に

こ
の
町
の
鎮
守
と
な
っ
て
い
る
。 

 

○
石
見
土
手
（
石
見
堤
） 

 
 

 
 

 

本
郷
町
水
無
川
東
岸 

浅
川
は
、
た
び
た
び
氾
濫
し
周
辺
に

大
き
な
被
害
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
た

め
長
安
は
、
堤
を
築
い
て
洪
水
を
防
い

だ
が
、
現
在
は
わ
ず
か
堤
の
一
部
が
宗

格
院
に
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

武
蔵
名
勝
図
会
に
は
、「
新
地
と
千
人

町
の
堺
な
る
地
蔵
堂
の
わ
き
よ
り
千
人

町
裏
通
り
、
馬
場
地
の
南
附
き
の
土
手

は
つ
づ
き
、
宗
格
院
脇
よ
り
嶋
之
坊
宿

の
限
り
に
出
て
、
本
郷
村
多
賀
神
社
の

裏
通
り
よ
り
同
村
圃
の
辺
ま
で
、
西
南

の
方
よ
り
北
東
の
方
へ
凡
そ
十
四
・
五

町
、
敷
三
間
余
り
、
高
さ
七
尺
（
二
一

〇
㎝
）
ば
か
り
な
り
」
と
あ
る
。 

 

○
八
王
子
石
灰 

西
多
摩
郡
成
木
村
（
青
梅
） 

江
戸
城
、
駿
府
城
な
ど
の
、
壁
用
漆
喰

と
し
て
使
わ
れ
た
。 

 

○
藤
十
郎
塚 

 
 

元
横
山
町 

ま
た
は
「
大
久
保
塚
」
と
い
う
。
長

安
の
子
が
処
刑
さ
れ
、
極
楽
寺
の
住
職

が
葬
っ
た
と
い
う
。
今
は
静
教
保
育
園

内
の
大
塚
で
あ
り
、
大
木
が
伸
び
て
い

る
。 

             

○
大
久
保
長
安
逆
修
塔 

 

佐
渡
市
大
安
寺
に
大
久
保
長
安
の
逆
修

塔
が
あ
る
。
石
は
福
井
県
の
笏
谷
石
を
使

用
し
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
造

ら
れ
て
い
る
。「
逆
修
」
と
は
、
生
前
供
養

の
こ
と
で
、
こ
の
と
き
建
て
た
塔
を
逆
修

塔
と
い
う
。
銘
に
は
、
紀
年
銘
の
ほ
か
、

「
逆
修
大
久
保
石
見
守
殿
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
。
塔
の
高
さ
は
、
百
十
二
㎝
、
最
大

幅
約
五
十
一
㎝
。 

大久保長安の子息が処罰された 
という伝承がある大久保塚 
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⑨
蓮
生
院
跡 

 
 

 
 

 

小
門
町 

宗
派 

浄
土
宗 

大
善
寺
末 

寺
宝 

五
智
如
来 

開
基 

津
戸
永
心 

開
山 

応
誉
宗
呑
宝 

開
創 

寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
三
） 

現
在
、「
松
の
湯
」
と
な
っ
て
い
る
所
に
、

か
つ
て
蓮
生
院
と
い
う
お
寺
が
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
昭
和
二
十
年
八
月
二
日
未
明
の

八
王
子
空
襲
に
よ
り
、
堂
宇
を
焼
失
し
た
。 

               

●
五
智
如
来 

 

こ
の
如
来
は
、
広
厭
坊
と
い
う
名
僧
が

托
鉢
で
寄
付
を
集
め
、
延
宝
八
年
（
一
六

八
〇
）
に
三
体
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）

に
二
体
造
立
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
こ
の

辺
り
を
広
厭
坊
横
町
と
呼
ん
だ
。 

 

当
時
地
蔵
は
横
丁
に
東
向
き
に
立
っ
て

お
り
、
「
五
人
地
蔵
」
と
称
さ
れ
、
市
民

に
親
し
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
戦
前
、
縁
日

の
八
月
十
日
に
は
と
う
も
ろ
こ
し
を
売
る

店
が
た
ち
、
通
称
「
と
う
も
ろ
こ
し
地
蔵
」

と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
き
た
。
八
王
子
空

襲
で
蓮
生
院
の
堂
宇
は
焼
失
し
た
が
、
五

智
如
来
は
戦
禍
を
免
れ
た
。
一
時
小
谷
横

丁
の
帰
西
寺
（
廃
寺
）
に
引
き
取
ら
れ
た

が
、
現
在
は
緑
町
の
直
入
院
に
安
置
さ
れ

て
い
る
。 

               

大久保長安逆修塔（大安寺） 

蓬生院跡（現 松の湯） 
松の湯の煙突 

五智如来 
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●
広こ

う

厭
坊

え
ん
ぼ
う

横
丁

よ
こ
ち
ょ
う  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
門
町 

 

甲
州
街
道
か
ら
八
幡
町
の
関
根
商
店
横
の

道
を
南
に
入
り
、
中
央
線
踏
切(

裁
判
所
踏

切)

ま
で
の
道
。 

                 

●
裁
判
所
横
丁 

台
町･

上
野
町 

 

中
央
線
の
裁
判
所
踏
切
か
ら
、
南
に
あ
る

台
町
坂
の
都
立
八
王
子
養
護
学
校
ま
で
の

道
。
以
前
こ
こ
に
は
東
京
地
方
裁
判
所
八

王
子
支
部
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
年
（
一

八
九
七
）
の
大
火
で
横
山
町
の
庁
舎
が
焼

失
。
明
治
四
十
二
年
（
一
九
○
九
）
に
こ

の
地
に
移
転
し
た
も
の
。
裁
判
所
が
あ
っ

た
こ
と
で
こ
の
名
が
付
い
た
。
現
在
、
中

央
線
の
踏
切
に
名
称
の
み
が
残
っ
て
い
る
。 

           

●
ご
ぶ
さ
た
・
成
金
・
食
い
詰
・ 

あ
ん
ま
横
丁 

 
 

小
門
町
の
産
千
代
稲
荷
の
近
く
、
東
側

か
ら
入
る
道
の
こ
と
。
「
ご
ぶ
さ
た
」
「
成

金
」
「
食
い
詰
」
「
あ
ん
ま
」
な
ど
の
横
丁

名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
借
金
や
付
け
届
け
、

祝
儀
不
祝
儀
の
不
義
理
か
ら
逃
げ
回
っ
た

り
、
沙
汰
を
怠
っ
た
り
す
る
人
が
い
た
。

ま
た
、
大
正
の
頃
、
織
物
関
係
の
好
景
気

で
、
横
丁
界
隈
の
家
が
急
に
裕
福
に
な
っ

た
。
ま
た
は
按
摩
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
等

の
命
名
に
は
諸
説
あ
る
。
一
つ
の
通
り
に
、

四
つ
も
名
前
の
つ
く
横
丁
は
珍
し
い
。 

         

広厭坊横丁 

ごぶさた横丁 

裁判所踏切 
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⑩
旧
市
役
所
庁
舎
跡 

 (

現
、
天
神
公
園) 

 

天
神
町 

 
 

昭
和
十
二
年(
一
九
三
七)

十
月
二
十
日

天
神
町
に
新
庁
舎
が
落
成
し
、
十
一
月
一

日
よ
り
事
務
を
開
始
し
た
。
こ
の
新
庁
舎

は
、
市
制
二
十
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て

計
画
さ
れ
、
国
会
議
事
堂
を
模
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
庁
舎
は
、
昭
和
二
十

年
八
月
の
八
王
子
空
襲
で
焼
失
。
僅
か
八

年
間
市
制
を
担
っ
た
の
み
。
昭
和
二
十
六

年
、
本
町
に
現
庁
舎
が
完
成
し
た
。 

           

                        

●
八
王
子
市
役
所
の
変
遷 

・
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
四
月 

八
王
子
町
制
施
行
に
よ
り
誕
生
。
市

の
前
身
。
そ
の
後
、
町
役
場
は
元
横

山
町
に
置
く
。 

・
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
五
月 

 
 

八
日
町
に
移
転
。 

・
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
四
月 

明
治
大
火
に
よ
り
焼
失
。
四
月
元
本

郷
の
善
能
寺
に
仮
庁
舎
を
移
す
。
そ

の
後
、
小
門
町
へ
移
転
。 

・
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
四
月 

小
門
町
の
役
場
が
焼
失
し
た
た
め
、

本
町
に
仮
役
場
を
開
設
。 

・
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
五
月 

元
横
山
町
の
旧
一
府
九
県
連
合
共
進

会
本
館
の
建
物
に
移
転
。 

・
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
三
月 

元
横
山
町
三
九
二
番
地
の
元
役
場
へ

の
移
転
を
申
請
。
同
年
四
月
四
日
認

可
。 

・
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
三
月 

八
幡
町
の
元
七
十
八
銀
行
に
移
転
。 

市役所旧庁舎跡（現 天神町公園） 

八王子市役所（天神町） 
昭和 12 年 『わが郷土』 

八王子市役所新庁舎完成予想図 
昭和 12 年 『八王子郷土読本』 
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・
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
九
月 

八
王
子
市
制
施
行
に
よ
り
町
役
場
か

ら
市
役
所
に
改
称
。 

・
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
六
月 

天
神
町
市
立
第
四
尋
常
小
学
校
旧
校

舎
に
移
転
。 

・
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
月 

天
神
町
新
庁
舎
落
成
十
一
月
一
日
事

務
開
始
。 

・
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月 

太
平
洋
戦
争
八
王
子
空
襲
に
よ
り
新

築
後
八
年
で
焼
失
。
翌
三
日
小
宮
出

張
所
に
仮
庁
舎
を
開
設
。
そ
の
後
、

市
立
第
一
小
学
校
講
堂
に
仮
移
転
。 

・
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
三
月 

本
町
十
五
番
地
に
新
庁
舎
を
開
設
。 

・
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
九
月 

元
本
郷
町
三
―
二
四
―
一
に
新
庁
舎
が
落

成
し
、
同
年
十
月
三
日
業
務
を
開
始
。 

     

●
天
神
町 

 

八
王
子
市
の
中
心
部
、
Ｊ
Ｒ
八
王
子
駅

西
側
に
あ
る
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）

十
月
一
日
町
名
改
正
に
よ
り
成
立
。
大
正

六
年
（
一
九
一
七
）
八
王
子
市
制
施
行
を

経
て
今
日
に
至
る
。
町
名
は
、
天
満
宮
（
現
、

上
野
町
）
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た
。
江
戸

時
代
の
馬
乗
宿
の
一
部
、
南
端
を
画
す
る

Ｊ
Ｒ
中
央
線
に
沿
っ
て
東
西
に
延
び
る
町
。 

             

●
本
立
寺
横
丁 

 

上
野
町
の
本
立
寺
北
門
か
ら
、
北
の
甲

州
街
道
に
向
か
っ
て
通
っ
て
い
る
細
い
道

を
本
立
寺
横
丁
ま
た
は
、
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
法
蓮
横
丁
と
呼
ん
で
い
る
。
Ｊ
Ｒ
中

央
線
の
踏
切
に
は
、
本
立
寺
踏
切
の
標
識

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
現
在
の
甲

州
街
道
の
手
前
は
、
人
が
通
れ
な
い
ほ
ど

家
が
密
集
し
て
お
り
、
街
道
に
抜
け
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
今
は
、
横
丁
名
を
知
る

人
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。 

           
天満神社 

本立寺踏切 
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●
梅
原
横
丁 

 

八
日
町
と
八
幡
町
の
境
、
甲
州
街
道
か

ら
南
（
富
士
森
公
園
）
方
面
に
通
ず
る
道

路
。
江
戸
時
代
に
、
八
幡
町
に
居
住
し
た

富
豪
梅
原
家
の
名
か
ら
付
け
ら
れ
た
。
梅

原
家
は
、
勘
兵
衛
か
ら
、
戦
後
の
梅
原
呉

服
店
ま
で
旧
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

昭
和
四
十
年
代
以
降
、
段
階
的
に
道
路
の

拡
幅
工
事
が
進
め
ら
れ
て
完
成
し
た
。 

 

こ
の
道
は
江
戸
時
代
か
ら
、
人
力
車
が

す
れ
違
う
程
の
狭
さ
だ
っ
た
と
い
う
。
明

治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
八
王
子
大
火
で
、

消
防
車
が
入
れ
ず
類
焼
を
く
い
止
め
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
梅
原
勘
兵

衛
は
、
拡
幅
工
事
に
あ
た
り
、
道
幅
全
て

の
土
地
を
提
供
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
大

横
町
に
あ
っ
た
大
善
寺
山
門
を
個
人
で
建

て
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
梅
原
横

丁
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。 

    

                        

●
伝
法
院
横
丁 

 

八
日
町
の
中
央
、
甲
州
街
道
か
ら
南
新

町
の
傳
法
院
ま
で
の
道
。
明
治
初
年
に
、

現
在
地
に
傳
法
院
が
創
立
さ
れ
た
以
降
の

呼
び
名
で
あ
る
。 

                 
梅原横町踏切 梅原横丁 

伝法院横丁 
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⑪
成
田
山

八
王
子
分
院
傳
法
院 

南
新
町 

宗
派 

真
言
宗
智
山
派 

本
尊 

不
動
明
王 

寺
宝 

厨
子
入
不
動
尊
、
不
動
明
王
恵
比 

寿
尊
天
、
身
代
り
不
動
尊
絵
馬
、
成
田
山

不
動
明
王
、
修
験
道
祖
役
の
小
角
、
妙
見 

 
 

大
菩
薩 

開
創 

宝
暦
年
間
と
も
云
わ
れ
る 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
八
王
子
嶋
之

坊
宿
（
現
日
吉
町
）
に
創
立
。
当
時
、
八

日
宿
の
信
者
達
の
懇
望
で
成
田
山
の
遙
拝

所
と
し
て
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
現
在

地
に
不
動
尊
を
奉
安
。
戦
災
で
堂
宇
を
消

失
し
た
が
、
戦
後
、
本
堂
、
庫
裡
、
客
殿

を
建
立
。 

       

               

●
恵
比
寿
天 

 

参
道
左
側
中
央
に
七
福
神
の
一
つ
恵
比

寿
天
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
恵
比
寿
天
大
祭

は
、
正
月
と
十
月
に
行
わ
れ
る
。
エ
ビ
ス

は
、
海
上
、
漁
業
、
商
売
繁
盛
の
守
り
神

と
し
て
広
く
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
隣
に
は
大
黒
天
も
鎮
座
し
て
い
る
。 

 

                       

成田山伝法院 

伝法院本堂 

恵比寿大黒堂 恵比寿天と大黒天 
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●
水
か
け
地
蔵 

 

伝
法
院
入
口
の
左
側
に
は
、
水
か
け
地

蔵
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
「
オ
ン 

カ
カ 

カ
ビ 

サ
ン
マ 
エ
イ
ソ
ワ
カ
」
と
真
言

を
三
返
唱
え
、
柄
杓
で
水
を
か
け
て
祈
る
。

特
に
一
日
と
十
五
日
の
護
摩
修
行
は
、
子

供
の
無
事
を
祈
る
母
親
の
姿
が
多
く
見
ら

れ
る
。 

              

●
出
世
稲
荷
堂 

 

参
道
奥
の
左
側
に
は
、「
南
無
吒
枳
尼
尊

天
」
を
祀
る
稲
荷
堂
が
あ
る
。
子
孫
繁
栄
、

家
内
安
全
、
出
世
の
ご
利
益
が
あ
る
と
い

う
。
こ
の
出
世
稲
荷
堂
は
、
明
治
初
年
、

大
本
山
成
田
山
新
勝
寺
か
ら
勧
請
し
た
も

の
。
ま
た
、
境
内
に
は
筆
大
師
（
弘
法
大

師
）
、
金
山
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

              

●
傳
法
院
の
石
塀 

 

傳
法
院
の
南
側
に
は
、
八
王
子
空
襲
で

災
禍
を
免
れ
た
石
塀
が
あ
る
。
長
さ
は
十

ｍ
程
、
高
さ
が
二
ｍ
位
で
あ
る
。
こ
の
塀

は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
○
六
）
か
ら

四
十
一
年
に
か
け
て
甲
州
街
道
沿
い
に
あ

っ
た
八
王
子
十
五
宿
の
講
中
約
七
百
軒
が

寄
進
し
た
と
い
う
。
素
材
は
伊
豆
の
青
石

で
、
一
個
が
幅
六
十
㎝
、
高
さ
二
十
四
㎝
、

厚
さ
十
八
㎝
。
石
塀
に
は
当
時
栄
え
た
商

店
名
や
「
横
一
」
「
久
嶋
」
「
馬
乗
」
な
ど

の
町
名
、
「
南
横
町
」
「
停
車
場
前
」
な
ど

現
在
失
わ
れ
て
い
る
地
名
も
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
境
内
の
台
座
だ
け
に
な
っ
た

石
灯
籠
に
も
屋
号
や
家
紋
が
彫
り
込
ま
れ

て
い
る
。
中
で
も
「
久
嶋
（
ひ
さ
じ
ま
）
」

の
町
名
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
、

久
保
宿
と
嶋
之
坊
宿
が
合
併
し
て
誕
生
し

た
も
の
。
大
正
六
年
八
王
子
市
制
施
行
の

際
、
今
の
日
吉
町
と
追
分
町
の
各
一
部
と

な
っ
た
。 

  

水かけ地蔵 

出世稲荷堂 
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●
南
新
町 

 

八
王
子
の
市
街
地
中
心
部
に
あ
る
。 

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
月
一
日
、
そ

れ
ま
で
の
八
日
町
と
馬
乗
町
の
一
部
を
分

割
し
て
誕
生
し
た
も
の
。
八
王
子
市
制
施

行
を
経
て
今
日
に
至
る
。
江
戸
時
代
の
八

日
市
宿
の
一
部
。 

  

●
南
横
丁 

 

甲
州
街
道
を
挟
ん
で
「
小
谷
横
丁
」
の

向
か
い
側
が
「
南
横
丁
」
で
あ
る
。
横
浜

街
道
の
国
道
十
六
号
線
、
中
央
線
の
踏
切

あ
た
り
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
横
浜
開
港

に
よ
り
、
八
王
子
市
場
に
集
め
ら
れ
た
大

量
の
生
糸
が
、
南
横
丁
か
ら
「
絹
の
道
」

と
呼
ば
れ
た
鑓
水
、
町
田
を
通
り
、
横
浜

へ
と
運
ば
れ
て
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

南
横
丁
の
名
前
が
付
い
た
と
い
う
。 

  

馬乗文字の拡大 

石塀に彫られている久嶋の文字 石燈籠 
屋号、遊郭名、停車場などの 
文字が刻まれている 

寄進した名が彫られている石塀 
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⑫
ニ
ュ
ー
八
王
子
シ
ネ
マ 

 

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
ニ
ュ
ー

八
王
子
の
名
前
で
洋
画
上
映
館
が
開
館
。

昭
和
二
十
七
年
頃
「
た
つ
み
映
画
劇
場
」

が
出
来
た
た
め
、
松
竹
、
日
活
の
映
画
を

上
映
し
た
。
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
ま

で
立
川
と
同
じ
タ
ツ
ミ
映
画
興
行
が
営
業
。

そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
八
王
子
ビ
ル
株
式
会
社

が
営
業
し
、
ニ
ュ
ー
八
王
子
シ
ネ
マ
と
し

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
四
劇

場
で
洋
画
、
邦
画
を
上
映
。
映
画
会
社
の

系
列
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
、

寺
町
に
あ
っ
た
「
た
つ
み
映
画
劇
場
」
は
、

現
在
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
。
本
格
的
な

映
画
館
と
し
て
は
、
八
王
子
市
で
は
、
こ

こ
一
ヶ
所
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

                   

【
馬
乗
宿
】 

 

江
戸
期
か
ら
明
治
初
期
の
宿
名
。
八
王

子
横
山
十
五
宿
の
う
ち
の
一
つ
。
江
戸
初

期
に
代
官
屋
敷
が
あ
り
武
藏
名
勝
図
絵
に

は
「
毎
日
門
前
に
て
乗
馬
稽
古
な
ど
あ
り

し
ゆ
え
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
宿
名

に
な
っ
た
と
い
う
。 

  

●
馬
乗
町 

 

明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
の
町
名
。
明

治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
町
村
分
合
に
よ

る
八
王
子
の
成
立
に
と
も
な
い
馬
乗
宿
が

改
称
し
て
誕
生
し
た
町
。
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
ま
で
は
八
王
子
馬
乗
町
と

称
し
、
町
制
施
行
に
よ
り
再
び
馬
乗
町
と

な
っ
た
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
月

一
日
、
町
名
改
正
に
よ
り
大
部
分
が
天
神

町
、
三
崎
町
、
南
町
と
な
り
、
大
正
六
年

残
部
が
中
町
と
な
っ
た
。 

  

南横町（横浜街道） 

八王子ニューシネマ 

八王子ニューシネマ 
4 階入り口 
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●
寺
町 

 

江
戸
時
代
以
来
現
在
ま
で
続
く
町
名
。

Ｊ
Ｒ
八
王
子
駅
の
西
寄
り
に
あ
る
。 

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
町
村
分
合

に
よ
る
八
王
子
の
成
立
に
と
も
な
い
八
王

子
寺
町
と
な
り
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
町
制
施
行
に
よ
り
再
び
寺
町
と
な

っ
た
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
月
一

日
、
町
名
改
正
に
よ
り
町
名
が
確
定
し
、

今
日
に
至
る
。
新
編
武
藏
風
土
記
稿
に
は
、

「
寺
院
多
く
た
つ
る
地
な
れ
ば
寺
町
の
名

あ
り
と
云
」
と
あ
る
。 

 

⑬
宝
伝
山

妙
経
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

寺
町 

宗
派 

日
蓮
宗 

本
尊 

久
遠
の
本
師
釋
迦
牟
尼
佛 

 
 

 

勧
請
の
大
曼
荼
羅 

寺
宝 

子
育

子
母
神
像 

開
山 

眼
應
院
日
賀
上
人 

開
創 

文
和
年
中
（
一
三
五
二
～
六
） 

 

元
、
千
葉
県
八
日
市
市
場
飯
高
に
あ
っ

た
真
言
宗
の
寺
院
で
、
文
和
年
中
（
一
三

五
二
～
六
）
に
眼
應
院
日
賀
上
人
に
よ
っ

て
日
蓮
宗
に
改
宗
し
た
。
そ
の
後
、
明
治

新
政
府
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
廃
仏
毀

釈
の
影
響
で
妙
経
寺
も
無
住
と
な
り
荒
廃

し
た
。 

 

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
積
善
院
日
甫

上
人
に
よ
っ
て
散
田
町
に
再
興
さ
れ
、
大

本
山
中
山
法
華
寺
別
院
の
称
号
を
賜
る
。

八
王
子
空
襲
で
焼
失
し
た
。
昭
和
二
十
五

年
（
一
九
五
○
）
現
在
地
に
移
転
し
、
鬼

子
母
神
堂
と
合
併
し
て
堂
宇
を
建
立
。
散

田
町
に
は
、
境
外
墓
地
が
現
存
し
て
い
る
。 

           

                       
妙 経 寺 

妙経寺本堂内 
日蓮上人 
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●
鬼
子
母
神 

 

妙
経
寺
の
鬼
子
母
神
は
、「
八
王
子
の
鬼

子
母
神
」
と
の
別
称
で
も
呼
ば
れ
た
。
鬼

子
母
神
は
、
訶
梨
帝
母
、
歓
喜
母
、
愛
子

母
と
も
呼
ば
れ
、
も
と
は
幼
児
を
捕
ら
え

て
食
べ
る
悪
鬼
女
だ
っ
た
。
釈
迦
の
教
化

に
よ
っ
て
改
心
し
、
の
ち
に
子
供
を
庇
護

す
る
善
神
に
な
っ
た
と
い
う
。
産
ん
だ
子

供
の
数
が
五
百
と
も
、
千
と
も
い
い
、
安

産
、
保
育
の
守
護
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

い
る
。 

            

                        

                        

鬼
子
母
神
立
像
と
木
仏
鬼
子
母
神
立
像 

憤
怒
の
顔
の
木
仏
鬼
子
母
神
立
像 

高
さ
1m
程
の
五
重
塔 

妙
経
寺
境
外
墓
地
（
散
田
町
） 

穏
や
か
な
顔
の
天
女
形 

右
手
に
ザ
ク
ロ 

左
手
に
幼
児
を
抱
く 
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⑭
陸
橋

り
く
ば
し

横
丁 

 

Ｊ
Ｒ
中
央
線
に
跨
線
橋
が
架
か
っ
て
い

る
。
三
崎
町
と
子
安
町
を
結
ぶ
陸
橋
で
あ

る
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
四
月
二
十

一
日
架
設
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
で
、

八
王
子
で
初
め
て
の
ピ
ン
コ
ロ
舗
装
の
橋

で
あ
っ
た
。
今
で
は
、
立
派
な
橋
に
架
け

換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
陸
橋
か
ら
、
甲

州
街
道
ま
で
を
何
時
し
か
陸
橋
横
丁
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

            

◎
参
考
資
料 

・
新
編
武
蔵
風
土
記
稿 

・
武
蔵
名
勝
図
絵 

・
新
・
旧
八
王
子
市
史 

・
八
王
子
事
典 

・
八
王
子
寺
院
め
ぐ
り 

・
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
資
料 

・
八
王
子
空
襲
と
戦
災
の
記
録 

・
八
王
子
発
見
・
路
地
散
歩
案
内 

・
八
王
子
の
歴
史
と
文
化 

・
八
王
子
名
勝
志 

・
八
王
子
文
化
財
年
報 

・
日
本
総
合
図
録 

・
明
治
時
代
の
八
王
子 

・
江
戸
時
代
の
八
王
子
宿 

・
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
エ
イ
ト 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
各
ペ
ー
ジ 

・
民
族
探
訪
事
典 
・
多
摩
文
化 

・
ま
ち
と
む
ら
の
火
の
用
心 

・
八
幡
町
一
・
二
丁
目
町
会
誌 

・
ふ
る
さ
と
周
遊
漫
歩 

・
セ
ピ
ア
色
の
風
景 

・
歴
史
散
歩
事
典 

・
昭
文
社 

・
八
王
子
市
地
図 

・
八
王
子
市
観
光
マ
ッ
プ 

陸橋横丁（寺町） 
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